
 

 

２０２１.１.２７ 

 

静岡中小企業支援６号ファンドを設立  
 

静岡キャピタル株式会社 

 

静岡キャピタル株式会社（社長 水谷林蔵 静岡市清水区草薙北２番１号）では、地元中小企業の再生を通じて

地域経済の活性化につなげるため、第 6 号となる「静岡中小企業支援ファンド」を設立しますので、その概要をご

案内します。 

 

１．設 立 日          1月 28日（木） 

２．ファンドの名称     静岡中小企業支援 6 号投資事業有限責任組合(第 6 号支援ファンド) 

３．ファンドの規模     50 億円(従来より１０億円を増額) 

・コロナ禍において事業継続が困難な状況にある中小企業への対応を強化するた

め、従来よりファンド規模を増強いたしました。 

・独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資し、地域金融機関が主導して運営

するファンドとしては、全国で初めて 6 号目を迎えるファンドとなり、1 号から 6 号ま

での合計で 270 億円の規模となります。 

４．設立の目的 

〇第 5 号ファンドによる新規投資が本年 3 月をもって終了予定であることから、独立行政法人中小企業基盤

整備機構及び静岡県信用保証協会ならびに静岡県下の地方銀行 4 行・信用金庫 8 庫と連携して 6 号ファ

ンドを設立し、「中小企業の再生と地域経済活性化への取組み」を強化するものです。 

〇本ファンドは、コロナ禍への政府の対応として、昨年成立した令和 2 年度の第二次補正予算にもとづく「中

小企業再生ファンド」であり、地域金融機関が主導して当該事業に対応し設立するファンドとしては全国初

の取組みとなります。 

〇静岡県中小企業再生支援協議会の推薦案件を中心に、従来と同様に、業績不振に陥っている中小企業

に対する投融資ならびに経営支援に注力するとともに、コロナ禍において事業継続が困難な状況にある中

小企業に対する資金供給等への対応を強化し、地域経済の維持や中小企業に対する幅広い支援に取り

組みます。 

５．投資先企業 

〇静岡県内に主たる営業所を置く中小企業等で、過剰債務等により業績不振に陥っているものの、本業に

は相応の収益力があり、経費圧縮、事業見直しおよび財務リストラ等により再生の可能性がある企業で、

主として静岡県中小企業再生支援協議会が推薦した先 

〇新型コロナウィルス感染症の影響による経営環境の悪化を背景として、一時的に業況が悪化しているもの

の、主として地域の経済活力や雇用について大きな役割を果たす企業 

６．出 資 期 間       10年（ただし、２年を超えない範囲内で延長を可能とします） 

７．出 資 者 

〇独立行政法人中小企業基盤整備機構 

〇静岡県信用保証協会 

〇地方銀行４行（静岡銀行、スルガ銀行、清水銀行、静岡中央銀行） 

〇信用金庫８庫（三島信用金庫、沼津信用金庫、富士信用金庫、しずおか焼津信用金庫、静清信用金庫、 

島田掛川信用金庫、浜松磐田信用金庫、遠州信用金庫） 

〇静岡キャピタル（株） 



 

 

８．ファンドの概要（スキーム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．投資形態および再生支援手法 

（１）デット（貸付債権）投資／本ファンドが金融機関から対象企業の貸付債権を買い取り、過剰債務を軽減

する等、財務体質を強化・事業の見直しを行い、再生計画の実行を進めます。 

（２）エクイティ（株式）投資／本ファンドが対象企業の株式引受、あるいは貸付債権を株式に振り替えて株式

を取得（デットエクイティスワップ：DES）し、経営に参画して事業・財務リストラ等

により企業価値を高めた上でビジネスパートナー等への株式譲渡等を通じ、株

主として再生を支援します。 

（３）リスクマネー供給／再生計画に基づくリスクマネーを融資・社債引受等で対応するとともに、ファンドが債

権者として関与し、再生計画の実行を進めます。 

 

【ご参考】これまでのファンドの流れ 

第１号支援ファンド 

・設立／2004 年 3 月 

・規模／40 億円 

地域再生ファンドとしては、短期間の２年半で 13 件（15 社）の投資を完了

し、2012 年 12 月にすべての案件の再生を終了 

第 2 号支援ファンド 

・設立／2006 年 9 月 

・規模／60 億円 

地域再生ファンドとしては全国有数の規模の再生ファンドで、2009 年 7 月

に 15 件（16 社）の投資を完了し、2013 年 10 月にすべての案件の再生を

終了 

第 3 号支援ファンド 

・設立／2009 年 7 月 

・規模／40 億円 

本県では初めて県内すべての地銀・信金及び県信用保証協会の出資を

得た「オール静岡ファンド」。2012 年 12 月をもって 9 件（9 社）の投資を完

了し、2020 年 12 月にすべての案件の再生を終了 

第 4 号支援ファンド 

・設立／2013 年 2 月 

・規模／40 億円 

県内すべての地銀・信金および県信用保証協会の出資を得た「オール静

岡ファンド」。2017年 8月をもって 14 件（14 社）の投資を終了し、12 件（12

社）の再生を終了（2020 年 12 月末現在） 

第 5 号支援ファンド 

・設立／2017 年 8 月 

・規模／40 億円 

県内すべての地銀・信金および県信用保証協会の出資を得た「オール静

岡ファンド」。2020 年 12 月末までに、7 件(9 社)の投資を行い、1 件(1 社)

の再生を終了。2021 年 3 月をもって新規投資を終了予定 
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・中小企業基盤整備機構 
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